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９条改悪反対ネット署名も 早くも４万人超 

 戦争準備の憲法９条改悪に反対しようと、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合な

ど６団体は、ネット署名「日本の平和憲法を守りたい―私たちは戦争につながる憲法改悪に反対し

ます」（憲法９条改悪に反対するネット署名）を開始しました。23日午後 5時半現在で 4万 4500人

超が賛同しています。 

 ネット署名は、４月から６団体が取り組んでいる「憲法９条改悪に反対する請願署名」と同趣旨

で、首相と衆参両院議長宛てです。 

 賛同した人は「戦後８１年間守り続けた平和が壊され、再び戦争へ向かおうとしているこの流れ

を何としても止めたい」などとコメントを寄せています。 

 

「『時は来た』などと言って改憲を煽っている」と、 

共産・山添氏が高市総理を 9条改憲めぐり批判 
山添氏は 12日に行われた自民党大会で高市早苗総理が「どのような国をつくりあげたいのか、

その理想の姿を物語るものが憲法」と述べたことを取り上げ「立憲主義の憲法は単に国の姿はこう

だと示すものではありません。権力を制限し、それによって個人の自由、基本的人権を保障するた

めのものです」と主張。そのうえで「立憲主義について総理の認識を伺います」と質問しました。 

 これに対して高市総理は「立憲主義とは、主権者たる国民がその意思に基づき憲法において国家

権力の行使のあり方について定め、これにより国民の基本的人権を保障するという近代憲法の基本

となる考え方であり、日本国憲法も同様の考え方に立って制定されたものだと考えております」と

述べました。 

山添氏は「その立憲主義の基本認識が自民党大会や施政方針演説の総理ご自身の言葉からは伺え

ないから今、聞いております。自由と権利を保障するために国民が権力を縛り、やるべきことと、

やってはならないことを命じるのが憲法です。従って、時の権力者が自らの夢や理想を掲げるため

のものではありません。日本国憲法による権力の拘束の最たるものが憲法 9条です」と返し、憲法

9条について主張を展開しました。 

 「戦争放棄と戦力の不保持、交戦権の否認、憲法がこれだけ恒久平和主義を徹底したのは言うま

でもありませんが、戦争の反省からです。憲法前文は政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こる

ことのないようにすることを決意したと。2度と戦争国家にならないという決意を表明していま

す。そして 9条 1項は、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求するとして戦争

放棄の動機を明らかにしています。国連憲章が掲げる戦争のない世界のために日本が世界に先駆け

て踏み出す決意を示したものです」と述べ「総理は先般、武器輸出の全面解禁を決めた当日の会見

で『戦後 80年以上にわたって日本は平和国家として歩んでまいりました』と述べました。この総

理がいう平和国家とはつまり憲法 9条に基づく平和国家という意味ですね」とただしました。 

 これに高市総理は「もちろん憲法 9条にも基づいております。我が国が大切にしてきたのが平和

国家という理念でございます」と述べました。 

 山添氏は、安倍政権の時代には平和国家の根拠を憲法ではなく、国連憲章を順守するという言い

方に変えていたとして「今、総理が平和国家としての歩みは憲法 9条に基づくものだと明言なさっ

たのは、とても大事な答弁だと思います」と評価したうえで「そう断言されるならこの先も 9条に

基づく平和国家としての歩みを堅持なさいますね」と質問しました。 
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「平和国家の根幹である 9条を変えようとしているのは総理と自民党」と批判 
高市総理は「立憲主義にのっとった政治を行うというのが当然で国民主権、基本的人権の尊重、

平和主義を基本原則とする憲法のもとでしっかり国民の皆様の命と平和な暮らしを守ってまいりま

す」などと述べました。 

山添氏が「9条に基づく平和国家としての歩みを堅持し続けるということであれば 9条を変えよ

うなどというのはもってのほかではありませんか」と詰めると、高市総理は「現行憲法の中に憲法

を改正するための条文が含まれております。憲法の定める改正手続きによる憲法改正について、検

討したり主張するということは制約をされておりません」と回答しました。 

 山添氏は「私はその総理が自民党大会で『時は来た』などと言って改憲を煽っている姿勢を問題

にしております」と指摘し、「（平和国家としての）歩みを今後も堅持すると言いながら、その根幹

である 9条を変えようとしているのが総理と自民党であります」と述べました。 

 そして「9条は戦後絶えず傷つけられてきましたが、それでも一貫して平和国家としての日本の

礎となり、9条からの逸脱を図る政治を常に制約してきました。それは立憲主義のゆえであり、何

より日本とアジアにおびただしい犠牲をもたらした戦争の記憶と反省が多くの国民に共有されてき

たからです。その 9条の意義と果たしてきた役割を自覚されるなら、やはり 9条改憲をやるなど許

されません」と訴えました。 

 最後に「今、国会前で、全国で何万人もの人々が戦争反対、9条を守れと訴えています。その声

を聞かずに改憲ありきで戦争する国へひた走る政治から、憲法を守り生かす政治への転換こそ求め

られることを強調して質問を終わります」と述べました。 

 

全教談話 特別支援学校の教室不足解消を!! 
全教は、2026年 4月 27日、書記長談話『特別支援学校の深刻化する過大化、教室不足のすみや

かな解消のために、財政保障による新校建設を～文科省「公立特別支援学校教室不足調査」結果を

うけて～』を発表しました。 

 4月 10日、文部科学省は 2年ぶりとなる「公立特別支援学校教室不足調査 」の 2025年 10月 1

日時点での結果を公表しました。しかし、その内容は、現場で深刻化している実態を十分に反映し

ているとは言えないものとなっています。 

 今回の調査では、児童生徒数が 2年間で 7562人増加し、前回調査の 2021年からの 2年間での

5083人増から急増しました。学級数も 2023年から 2年間で 1233学級増と、前回調査の 880学級増

を大きく上回り、いずれも増加率が約 1.5倍に達しています。本来であれば、それに見合う教育環

境の整備が速やかにすすめられるべきです。しかし現実には、教室不足に対する抜本的な施設整備

は追いつかず、特別教室や倉庫を教室に転用したり体育館まで間仕切りしたりするなどの「一時的

な対応」とされる措置が 7933か所もあり、前回より 457か所も増加しています。本来の教育環境

とは言い難い対応が常態化しており、子どもたちは十分な学習環境を保障されないまま日々の学校

生活を送っています。 

 さらに深刻なのは、全国各地で教室不足を補うために運動場を削ったり、プールを潰したりして

校舎を増築する事例が増加していることです。今回の調査でも、運動場の面積が設置基準を充たさ

ない学校が、埼玉、東京、神奈川など 6県で増加しています。その結果、子どもたちが体を動か

し、のびのびと活動できる場が失われています。特別支援学校においては、運動や屋外活動は心身

の発達や情緒の安定にとって極めて重要な教育活動です。運動場の縮小は、体育の授業や集団活

動、休み時間の自由な遊びの機会を奪っています。 等と、訴えています。 

特別支援学校の教室不足解消早く  参院文科委 吉良氏が追及 
 日本共産党の吉良よし子参院議員は 21日、参院文教科学委員会で、特別支援学校の深刻な教室

不足の解消のため、国として対策を強化するよう求めました。 

 吉良氏は「パーテーションで間仕切るような対応が、学習上全く支障がないと言えるのか」と追

及。文科省の望月禎初等中等教育局長は「『一時的な対応をしている教室』の中には、授業の実施

に支障が生じているケースもある」と認めました。吉良氏は「発表されている不足教室数は実態を

反映しておらず、『一時的な対応をしている教室』も含めて不足教室数とカウントすべきだ」と求

めました。 



ご参加ください。 

『つながろう 憲法いかして平和な世界を！2026憲法大集会』 
 

 


